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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書を保存するための方法であって、
　ユーザーのサインイン情報と関連するユーザー資格情報を受けるステップと、
　文書を保存するための要求を受けるステップと、
　前記文書を保存するための前記要求を受けることに応じて、前記ユーザーが利用できる
ストレージサービスのリストを求めるステップであって、ストレージサービスの前記リス
トは、少なくとも部分的に、前記ユーザー資格情報に基づき、ストレージサービスの前記
リストのうちの少なくとも１つのストレージサービスは外部ストレージサービスである、
ステップと、
　ストレージサービスの前記リストを表示するステップと、
　ストレージサービスの前記リストからの少なくとも１つの前記外部ストレージサービス
のユーザー選択を受けるステップと、
　選択された前記外部ストレージサービスの最近使用された場所のリストを表示するステ
ップと、
　選択された前記外部ストレージサービス内の最近使用された場所の前記リストからの場
所のユーザー選択を受けることに応じて、選択された前記場所への前記文書の保存を開始
するステップと
を含む方法。
【請求項２】
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　文書を保存するための方法であって、
　ユーザーのサインイン情報と関連するユーザー資格情報を受けるステップと、
　文書を保存するための要求を受けるステップと、
　前記文書を保存するための前記要求を受けることに応じて、前記ユーザーが利用できる
ストレージサービスのリストを求めるステップであって、ストレージサービスの前記リス
トは、少なくとも部分的に、前記ユーザー資格情報に基づき、ストレージサービスの前記
リストのうちの少なくとも１つのストレージサービスは外部ストレージサービスである、
ステップと、
　ストレージサービスの前記リストを表示するステップと、
　追加外部ストレージサービスをストレージサービスの前記リストに追加するための要求
を受けるステップと、
　前記追加外部ストレージサービスをストレージサービスの前記リストに追加するための
前記要求を受けることに応じて、前記ユーザーが利用できる１以上の追加外部ストレージ
サービスを求めるステップと、
　ストレージサービスの前記リストにおける前記１以上の追加外部ストレージサービスを
表示するステップと、
　ストレージサービスの前記リストからの前記追加外部ストレージサービスのうちの１つ
のユーザー選択を受けるステップと、
　前記追加外部ストレージサービスのうちの１つの前記ユーザー選択を受けることに応じ
て、選択された前記外部ストレージサービス内の最近使用された場所のリストを表示する
ステップであって、ストレージサービスの前記リストの各ストレージサービスは、最近使
用された場所の関連リストを有する、ステップと、
　選択された前記外部ストレージサービス内の最近使用された場所の前記リストからの場
所のユーザー選択を受けることに応じて、選択された前記場所への前記文書の保存を開始
するステップと
を含む方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法であって、最近使用された場所の前記リストは、サーバー
で管理される、方法。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の方法であって、前記外部ストレージサービスは、サードパーテ
ィのストレージサービスである、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、前記サードパーティのストレージサービスは、クラウ
ドストレージサービスである、方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の方法であって、前記サードパーティのストレージサービスは、前記ユ
ーザーから受けた情報に基づいて、ストレージサービスの前記リストに手動で追加される
、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、前記ユーザーから受けた前記情報は、前記ユーザー資
格情報に関連する、方法。
【請求項８】
　請求項１又は２に記載の方法であって、前記サインイン情報は、オペレーティングシス
テムのためのサインイン情報である、方法。
【請求項９】
　請求項１又は２に記載の方法であって、前記サインイン情報は、前記文書を生成するア
プリケーションのためのサインイン情報である、方法。
【請求項１０】
　請求項１又は２に記載の方法であって、前記外部ストレージサービスは、クラウドスト
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レージサービスである、方法。
【請求項１１】
　少なくとも１つのプロセッサに、文書を保存するための方法を実行させるコンピュータ
ー実行可能命令を記憶したコンピューター可読記憶媒体であって、前記方法は、
　ユーザーのサインイン情報と関連するユーザー資格情報を受けるステップと、
　文書を保存するための要求を受けるステップと、
　前記文書を保存するための前記要求を受けることに応じて、前記ユーザーが利用できる
ストレージサービスのリストを求めるステップであって、ストレージサービスの前記リス
トは、前記ユーザー資格情報に少なくとも部分的に基づき、ストレージサービスの前記リ
ストのうちの少なくとも１つのストレージサービスは外部ストレージサービスである、ス
テップと、
　ストレージサービスの前記リストを表示するステップと、
　ストレージサービスの前記リストからの少なくとも１つの前記外部ストレージサービス
のユーザー選択を受けるステップと、
　選択された前記外部ストレージサービスの最近使用された場所のリストを表示するステ
ップと、
　選択された前記外部ストレージサービス内の最近使用された場所の前記リストからの場
所のユーザー選択を受けることに応じて、選択された前記場所への前記文書の保存を開始
するステップと
を含む、コンピューター可読記憶媒体。
【請求項１２】
　少なくとも１つのプロセッサに、文書を保存するための方法を実行させるコンピュータ
ー実行可能命令を記憶したコンピューター可読記憶媒体であって、前記方法は、
　ユーザーのサインイン情報と関連するユーザー資格情報を受けるステップと、
　文書を保存するための要求を受けるステップと、
　前記文書を保存するための前記要求を受けることに応じて、前記ユーザーが利用できる
ストレージサービスのリストを求めるステップであって、ストレージサービスの前記リス
トは、前記ユーザー資格情報に少なくとも部分的に基づき、ストレージサービスの前記リ
ストのうちの少なくとも１つのストレージサービスは外部ストレージサービスである、ス
テップと、
　ストレージサービスの前記リストを表示するステップと、
　追加ストレージサービスをストレージサービスの前記リストに追加するための要求を受
けるステップと、
　前記追加ストレージサービスをストレージサービスの前記リストに追加するための前記
要求を受けることに応じて、前記ユーザーが利用できる１以上の追加外部ストレージサー
ビスを求めるステップと、
　ストレージサービスの前記リストにおける前記１以上の追加外部ストレージサービスを
表示するステップと、
　ストレージサービスの前記リストからの前記１以上の追加外部ストレージサービスのう
ちの１つのユーザー選択を受けるステップと、
　前記追加外部ストレージサービスのうちの１つの前記ユーザー選択を受けることに応じ
て、選択された前記外部ストレージサービス内の最近使用された場所のリストを表示する
ステップであって、ストレージサービスの前記リストの各ストレージサービスは、最近使
用された場所の関連リストを有する、ステップと、
　選択された前記外部ストレージサービス内の最近使用された場所の前記リストからの場
所のユーザー選択を受けることに応じて、選択された前記場所への前記文書の保存を開始
するステップと
を含む、コンピューター可読記憶媒体。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載のコンピューター可読記憶媒体であって、最近使用された場



(4) JP 6199873 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

所の前記リストは、サーバーで管理される、コンピューター可読記憶媒体。
【請求項１４】
　請求項１１又は１２に記載のコンピューター可読記憶媒体であって、前記外部ストレー
ジサービスは、サードパーティのストレージサービスである、コンピューター可読記憶媒
体。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のコンピューター可読記憶媒体であって、前記サードパーティのスト
レージサービスは、クラウドストレージサービスである、コンピューター可読記憶媒体。
【請求項１６】
　請求項１１又は１２に記載のコンピューター可読記憶媒体であって、前記サインイン情
報は、オペレーティングシステムのためのサインイン情報である、コンピューター可読記
憶媒体。
【請求項１７】
　請求項１１又は１２に記載のコンピューター可読記憶媒体であって、前記サインイン情
報は、前記文書を生成するアプリケーションのためのサインイン情報である、コンピュー
ター可読記憶媒体。
【請求項１８】
　請求項１１又は１２に記載のコンピューター可読記憶媒体であって、前記外部ストレー
ジサービスは、クラウドストレージサービスである、コンピューター可読記憶媒体。
【請求項１９】
　文書を保存するためのコンピューターシステムであって、
　１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサに結合された、命令を記憶するためのメモリと
を備え、前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに方法を実行させ、前記方法は、
　ユーザーのサインイン情報と関連するユーザー資格情報を受けるステップと、
　文書を保存するための要求を受けるステップと、
　前記文書を保存するための前記要求を受けることに応じて、前記ユーザーが利用できる
ストレージサービスのリストを求めるステップであって、ストレージサービスの前記リス
トは、少なくとも部分的に前記ユーザー資格情報に基づき、ストレージサービスの前記リ
ストのうちの少なくとも１つのストレージサービスは外部ストレージサービスである、ス
テップと、
　ストレージサービスの前記リストを表示するステップと、
　ストレージサービスの前記リストからの少なくとも１つの前記外部ストレージサービス
のユーザー選択を受けるステップと、
　選択された前記外部ストレージサービスの最近使用された場所のリストを表示するステ
ップと、
　選択された前記外部ストレージサービス内の最近使用された場所の前記リストからの場
所のユーザー選択を受けることに応じて、選択された前記場所への前記文書の保存を開始
するステップと
を含む、コンピューターシステム。
【請求項２０】
　文書を保存するためのコンピューターシステムであって、
　１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサに結合された、命令を記憶するためのメモリと
を備え、前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに方法を実行させ、前記方法は、
　ユーザーのサインイン情報と関連するユーザー資格情報を受けるステップと、
　文書を保存するための要求を受けるステップと、
　前記文書を保存するための前記要求を受けることに応じて、前記ユーザーが利用できる
ストレージサービスのリストを求めるステップであって、ストレージサービスの前記リス
トは、少なくとも部分的に前記ユーザー資格情報に基づき、ストレージサービスの前記リ
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ストのうちの少なくとも１つのストレージサービスは外部ストレージサービスである、ス
テップと、
　ストレージサービスの前記リストを表示するステップと、
　追加外部ストレージサービスをストレージサービスの前記リストに追加するための要求
を受けるステップと、
　前記追加外部ストレージサービスをストレージサービスの前記リストに追加するための
前記要求を受けることに応じて、前記ユーザーが利用できる１以上の追加外部ストレージ
サービスを求めるステップと、
　ストレージサービスの前記リストにおける前記１以上の追加外部ストレージサービスを
表示するステップと、
　ストレージサービスの前記リストからの前記追加外部ストレージサービスのうちの１つ
のユーザー選択を受けるステップと、
　前記追加外部ストレージサービスのうちの１つの前記ユーザー選択を受けることに応じ
て、選択された前記外部ストレージサービスと、選択された前記外部ストレージサービス
の最近使用された場所のリストとを表示するステップであって、ストレージサービスの前
記リストの各ストレージサービスは、最近使用された場所の関連リストを有する、ステッ
プと、
　選択された前記外部ストレージサービス内の最近使用された場所の前記リストからの場
所のユーザー選択を受けることに応じて、選択された前記場所への前記文書の保存を開始
するステップと
を含む、コンピューターシステム。
【請求項２１】
　請求項１９又は２０に記載のコンピューターシステムであって、選択されたストレージ
サービスと関連する１つまたは複数のフォルダが、ユーザーインターフェイスに表示され
る、コンピューターシステム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のコンピューターシステムであって、前記１つまたは複数のフォルダ
に関連するファイルパスが前記ユーザーインターフェイスに表示される、コンピューター
システム。
【請求項２３】
　請求項１９又は２０に記載のコンピューターシステムであって、前記ユーザー資格情報
はシングルサインオンの資格情報である、コンピューターシステム。
【請求項２４】
　請求項１１から１８の何れか一項に記載のコンピューター実行可能命令を含むプログラ
ム。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]クラウドコンピューティングサービスが、インターネットを通じて様々なユーザ
ーに、ソフトウェアサービス、データアクセスサービス、およびストレージサービスを提
供している。これらのサービスが普及し続けるにつれて、様々なコンピューティングデバ
イス（例えば、スマートフォン、タブレットコンピューター、ラップトップコンピュータ
ーなど）のユーザーが、これらのクラウドコンピューティングサービスを使用して文書お
よびデータを保存する、および／または共有することを望む可能性がある。現在のユーザ
ーインターフェイスは、ユーザーがクラウドコンピューティングサービスを使用して文書
を保存するとき、ユーザーが有することのある様々な可能性に対処するには装備が不十分
である。
【０００２】
　[0002]これらのおよび他の一般的な考慮すべき事柄に対して、諸実施形態が作成されて
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いる。また、比較的特定の問題について説明しているが、諸実施形態は、背景で確認され
る特定の問題を解決することに限定されるべきではないことを理解されたい。
【発明の概要】
【０００３】
　[0003]この節により、以下の発明を実施するための形態でさらに説明する概念の抜粋を
簡略化して紹介する。この節は、特許請求の範囲に記載する主題の主要な特徴または本質
的特徴を確認することを目的とせず、さらに特許請求の範囲に記載する主題の範囲を決定
する際の助けとして使用されることを目的としない。
【０００４】
　[0004]本開示の諸実施形態は、ユーザーが文書および他のデータを保存する、開く、お
よび／または検索するために１つまたは複数のストレージサービス（例えば、クラウドコ
ンピューティングストレージサービスまたはローカルストレージサービス）をより容易に
識別して使用できるようにするユーザーインターフェイスを提供する。この方法は、ユー
ザーからユーザー資格情報を受信することを含み、ユーザー資格情報は、（ｉ）特定のユ
ーザーと、（ｉｉ）コンピューティングデバイスにおいてローカルで、または例えばクラ
ウドコンピューティングストレージサービスのように外部で利用できる様々なストレージ
サービスとを識別する。文書を保存する要求に応じて、利用できるストレージサービスの
リストが、ユーザーに提供される。いくつかの実施形態では、ストレージサービスのリス
トは、少なくとも１つの外部ストレージサービスを含む。ストレージサービスのリストが
決定されると、ストレージサービスのリストは、ユーザーインターフェイスを介してユー
ザーに提示される。ユーザーは、選択したサービス内の、文書を保存する場所など、リス
トからストレージサービスを選択することができる。文書はその後、選択されたストレー
ジサービスを使用して、指定された場所に保存される。
【０００５】
　[0005]諸実施形態は、コンピュータープロセス、コンピューティングシステムとして、
またはコンピュータープログラム製品もしくはコンピューター可読媒体のような製品とし
て、実装されることが可能である。コンピュータープログラム製品は、コンピューターシ
ステムによって読み取り可能な、およびコンピューター処理を実行するために命令のコン
ピュータープログラムを符号化する、コンピューター記憶媒体であることが可能である。
またコンピュータープログラム製品は、コンピューティングシステムによって読み取り可
能な、およびコンピューター処理を実行するために命令のコンピュータープログラムを符
号化する搬送波上の伝播信号であることも可能である。
【０００６】
　[0006]次の図を参照して、非限定的および非網羅的な実施形態について説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】[0007]１つまたは複数の実施形態によりローカルストレージサービスまたは外部
ストレージサービスを使用して特定の場所に文書を保存するためのシステムを示す図であ
る。
【図２】[0008]１つまたは複数の実施形態によりローカルストレージサービスまたは外部
ストレージサービスを使用して特定の場所に文書を保存するための方法を示す図である。
【図３Ａ】[0009]１つまたは複数の実施形態によりローカルストレージサービスまたは外
部ストレージサービスを使用して特定の場所に文書を保存するための例示的ユーザーイン
ターフェイスを示す図である。
【図３Ｂ】１つまたは複数の実施形態によりローカルストレージサービスまたは外部スト
レージサービスを使用して特定の場所に文書を保存するための例示的ユーザーインターフ
ェイスを示す図である。
【図４】１つまたは複数の実施形態によりローカルストレージサービスまたは外部ストレ
ージサービスを使用して特定の場所に文書を保存するための例示的ユーザーインターフェ
イスを示す図である。
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【図５】１つまたは複数の実施形態によりローカルストレージサービスまたは外部ストレ
ージサービスを使用して特定の場所に文書を保存するための例示的ユーザーインターフェ
イスを示す図である。
【図６】[0010]１つまたは複数の実施形態により特定の場所に保存された文書を開くため
の例示的ユーザーインターフェイスを示す図である。
【図７】[0011]本明細書に開示する実施形態を実施するために好適なコンピューティング
環境のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　[0012]様々な実施形態について、その一部を形成し、特定の例示的実施形態を示す添付
の図面を参照して、以下にさらに十分に説明する。しかしながら、諸実施形態は、多くの
異なる形式で実施されることが可能であり、本明細書に示す実施形態に限定されるものと
考えられるべきではなく、むしろ、この開示が完璧なおよび完全なものとなって、当業者
に諸実施形態の範囲を十分に伝えるように、これらの実施形態を提供する。諸実施形態は
、方法、システム、またはデバイスとして実行されることが可能である。よって、諸実施
形態は、ハードウェアの実行、完全にソフトウェアの実行、またはソフトウェアとハード
ウェアの態様を組み合わせた実行の形をとることができる。したがって、次の詳細な説明
は、限定的な意味で解釈されるべきではない。
【０００９】
　[0013]図１は、ローカルストレージサービス１４０または外部ストレージサービス１６
０を使用して特定の場所に文書を保存するためのシステム１００を示す。より詳細には、
システム１００を使用して、様々なストレージサービス（例えば、ローカルストレージサ
ービス１４０および外部ストレージサービス１６０）およびストレージサービスのそれぞ
れの中の様々な保存場所をユーザーに目立つように表示する、使いやすいユーザーインタ
ーフェイスを提示することができる。様々なストレージサービスおよび各ストレージサー
ビス内の場所が目立つように表示されるので、ユーザーは特定の文書を保存する場所をよ
りよく判断することができる可能性がある。
【００１０】
　[0014]図１に示すように、システム１００は、コンピューティングデバイス１２０を含
んでいる。コンピューティングデバイス１２０は、デスクトップまたはラップトップコン
ピューター、タブレットコンピューター、スマートフォン、携帯情報端末などとすること
ができる。他の構成要素の中に、コンピューティングデバイス１２０は、１つまたは複数
のアプリケーション１３０を実行するオペレーティングシステムを含んでいる。アプリケ
ーション１３０は、文書処理アプリケーション、スプレッドシートアプリケーション、デ
ータベースアプリケーションなどであることがある。いくつかの実施形態では、アプリケ
ーション１３０（以下に説明する１つまたは複数の最近使用されたリストを含む）は、ユ
ーザーがブラウザまたは他のウェブベースのアプリケーションを使用してアクセスされる
文書を編集および／または保存できるようにするブラウザベースのアプリケーションを含
むことができる。したがって、各アプリケーション１３０によりユーザーは、文書または
他の作業生産物を作成する、開く、および格納することができることがある。以下に詳細
に説明するように、ユーザーが文書または他のデータを保存したいとき、ユーザーは、ロ
ーカルストレージサービス１４０または外部ストレージサービス１６０を使用して文書を
保存することを選択することができる。
【００１１】
　[0015]図１に示すように、コンピューティングデバイス１２０は、ユーザーが文書をロ
ーカルに保存できるようにする１つまたは複数のローカルストレージサービス１４０を含
むことができる。例えば、ローカルストレージサービス１４０を使用して、ユーザーは、
ハードドライブまたは例えばＵＳＢ記憶装置のような、コンピューティングデバイス１２
０に物理的に接続された別の記憶装置上の特定の場所（例えば特定のフォルダ）に、文書
を保存することができる。コンピューティングデバイス１２０はまた、ユーザー１１０が
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１つまたは複数の外部ストレージサービス１６０を使用して文書１５５を保存できるよう
にするために、ネットワーク接続１５０を使用して１つまたは複数の外部ストレージサー
ビス１６０にアクセスするように構成されることも可能である。
【００１２】
　[0016]いくつかの実施形態では、コンピューティングデバイス１２０のオペレーティン
グシステムは、ユーザー１１０がオペレーティングシステムにログインするためにユーザ
ーの資格情報１１５を提供することを要求することがある。ユーザーの資格情報１１５は
、ユーザー名およびパスワード、あるいは特定のユーザー１１０と関連付けられ、特定の
ユーザーを識別する他の入力を含むことができる。例えば、ユーザーの資格情報１１５は
、ＷＩＮＤＯＷＳ　ＬＩＶＥ　ＩＤ、電子メールのユーザー名およびパスワード、組織の
ＩＤ、オペレーティングシステムのログオンＩＤなどを含むことができる。別の実施形態
では、オペレーティングシステムは、ユーザーの資格情報１１５を要求しないことがある
。しかしながら、ユーザー１１０は、（ｉ）アプリケーション１３０の１つを利用する、
（ｉｉ）アプリケーション１３０の１つもしくは複数の機能を利用する、または（ｉｉｉ
）アプリケーション１３０の１つから生成した文書を保存するために外部ストレージサー
ビス１６０を利用する、のいずれかのために、１つもしくは複数のアプリケーションにユ
ーザーの資格情報１１５を提供するよう要求されることがある。１つの実施形態では、ユ
ーザー１１０は、ユーザー１１０に（ｉ）オペレーティングシステム、（ｉｉ）アプリケ
ーション１３０、および（ｉｉｉ）外部ストレージサービス１６０にアクセスする権限を
与えるシングルサインオンの資格情報を使用することができる。資格情報は、シングルサ
インオンの資格情報であるので、ユーザー１１０は、いずれ単一の時点で資格情報１１５
の入力を要求される可能性がある。その後、ユーザー１１０は、１つまたは複数の外部ス
トレージサービス１６０を含む、権限を与えられたすべてのアプリケーション１３０およ
び機能にアクセスすることができる。あるいは、（ｉ）オペレーティングシステム、（ｉ
ｉ）アプリケーション１３０の１つまたは複数、および（ｉｉｉ）外部ストレージサービ
ス１６０に、異なるユーザー資格情報１１５が要求されることがある。
【００１３】
　[0017]いくつかの実施形態では、外部ストレージサービス１６０は、クラウドコンピュ
ーティングストレージサービス、ファイルホスティングサービス、またはサードパーティ
によって提供される他のこのようなサービスであることがある。このようなサービスの例
には、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ州ＲｅｄｍｏｎｄのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎによるＳＫＹＤＲＩＶＥ、ＳＨＡＲＥＰＯＩＮＴおよびＭｙＳｉｔｅ、Ｏｆｆｉｃ
ｅｗａｒｅ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによるＤＲＯＰＢＯＸなどが含まれる。特定の例を
あげたが、本明細書に開示する実施形態と共に他の外部ストレージサービスを使用するこ
とがあると考えられる。
【００１４】
　[0018]外部ストレージサービス１６０は、保存要求１４５に応じてユーザーが特定の場
所に文書を保存できるようにする。保存要求１４５が受け取られると、ユーザーインター
フェイスはユーザー１１０に、ユーザーが文書を保存することができる１つまたは複数の
場所を提供する。例えば、ユーザーインターフェイスは、ユーザーがそこに文書を保存す
るためにアクセスすることができる外部ストレージサービス１６０内の１つまたは複数の
フォルダを表示することができる。さらに、ユーザー１１０は、選択したストレージサー
ビス内に、新しいフォルダなど、新しい場所を作成することができる。図３～５に示すよ
うに、文書、フォルダ、または場所、ならびに使用されているストレージサービス（例え
ば、どの外部ストレージサービス１６０、またはローカルストレージサービス１４０か）
がそれぞれ、ユーザーインターフェイスを介してユーザー１１０に提供される。より詳細
には、各ストレージサービスおよび場所が、ユーザーインターフェイス上に目立つように
表示され、ユーザー１１０が文書１５５を保存する場所をより容易に決定できるようにす
る。
【００１５】
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　[0019]ユーザーインターフェイスはまた、（ｉ）最近使用された文書、（ｉｉ）選択さ
れたストレージサービス内の最近使用されたフォルダもしくは場所、または（ｉｉｉ）人
気のあるフォルダもしくは場所のリストを、ユーザー１１０に表示することができる。い
くつかの実施形態では、最近使用されたリストをローカルに格納することができる。別の
実施形態では、最近使用されたリストをリモートに格納することができる。１つの実施形
態では、（ｉ）文書もしくはフォルダと関連するタイムスタンプ、または（ｉｉ）ユーザ
ー１１０が文書もしくはフォルダにアクセスした回数に基づいて、各リストを整理するこ
とができる。特定のストレージサービスと関連するリストの１つが空である（例えば、ユ
ーザー１１０は以前外部ストレージサービス１６０を使用したことがない、またはいかな
る文書１５５も外部ストレージサービス１６０に保存していない）場合、リストは、例え
ば「マイドキュメント（Ｍｙ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ）」フォルダのような１つまたは複数
のデフォルトフォルダまたは場所を事前に作成されていることがある。
【００１６】
　[0020]１つまたは複数の実施形態によれば、１つまたは複数のリストは、特定の外部ス
トレージサービス１６０と関連付けることができる。したがって、ユーザー１１０が複数
の外部ストレージサービスを利用している場合、各外部ストレージサービス１６０が、最
近使用されたリストのような、個々のリストを管理する。さらに、各外部ストレージサー
ビス１６０は、特定のユーザー資格情報１１５と関連付けられる。したがって、ユーザー
がそのユーザー資格情報１１５を提示するとき、このユーザーのユーザー資格情報１１５
と関連する各外部ストレージサービス１６０が、その関連リストと共に、ユーザーに利用
可能となる。これは、ユーザーが家庭または職場のデスクトップコンピュータ、スマート
フォン、タブレットコンピューターなど、いずれにログインするにせよ当てはまることで
ある。
【００１７】
　[0021]例えば、ユーザー１１０がユーザーのデスクトップコンピュータにログインし、
ユーザーのユーザー資格情報１１５を使用して外部ストレージサービス１６０にアクセス
する場合、この同じ外部ストレージサービス１６０、およびある場合はその関連リストは
、ユーザー１１０が第２のデバイス（例えば、タブレットコンピューター、ラップトップ
など）にログインするとき、ユーザー１１０によってアクセスされることが可能である。
このような特徴は、２０１１年１１月２日に出願された、「Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｒｏａ
ｍｉｎｇ　Ｌｉｓｔｓ（選択的ローミングリスト）」という名称の米国特許出願第１３／
２８７９３３号（ＭＳ＃　３３３８０２．０１）においてさらに提供されている。
【００１８】
　[0022]別の実施形態では、ユーザーが利用できる外部ストレージサービスのリストは、
ユーザーによってアクセスされるサーバーに基づいて異なる可能性がある。例えばユーザ
ーが第１のサーバーにログインする場合、ユーザーは第１のセットの外部ストレージサー
ビスにアクセスすることができ、ユーザーが第２のサーバーにログインする場合、ユーザ
ーは第２のセットの外部ストレージサービスにアクセスすることができる。
【００１９】
　[0023]いくつかの実施形態では、アプリケーション１３０および外部ストレージサービ
ス１６０は、同じエンティティによって提供される必要がない。例えば、文書処理アプリ
ケーションは、第１のエンティティによって提供される可能性があるが、外部ストレージ
サービス１６０は、第２のエンティティによって提供される。このような場合、特定のア
プリケーション１３０と関連付けることができるユーザーインターフェイスは、外部スト
レージサービス１６０を、（ｉ）使用中のアプリケーション１３０、または（ｉｉ）ユー
ザー１１０が提示するユーザー資格情報１１５、のうちの１つまたは複数と関連付けるオ
プションを提供することができる。したがって、ユーザー１１０がその後アプリケーショ
ン１３０を使用するとき、外部ストレージサービス１６０はユーザーに利用可能である。
【００２０】
　[0024]コンピューティングデバイス１２０はまた、ローカルストレージサービス１４０
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を含むことができ、これによりユーザー１１０は、ハードドライブまたはコンピューティ
ングデバイス１２０に物理的に取り付けられた他の記憶装置にローカルに文書１５５を保
存できるようになる。外部ストレージサービス１６０と同様に、保存要求１４５が受け取
られ、ローカルストレージサービス１４０が利用されるとき、ローカルストレージサービ
ス１４０は、ユーザーが文書を保存する特定のフォルダまたは場所（例えば、デスクトッ
プ）を選択できるようにする。ローカルストレージサービス１４０はまた、上述のように
、最近使用された文書および場所の１つまたは複数のリストを提供することができる。さ
らに、図３～５に示すように、文書、フォルダ、または場所、ならびに使用中のストレー
ジサービスが、それぞれユーザーインターフェイスを介してユーザー１１０に提供される
。より詳細には、各ストレージサービスおよび場所が、ユーザーインターフェイス上に目
立つように表示され、ユーザー１１０が文書１５５を保存する場所をより容易に決定でき
るようにする。
【００２１】
　[0025]文書１５５を保存するためにローカルストレージサービス１４０を使用するか、
外部ストレージサービス１６０を使用するかにかかわらず、保存要求１４５が受け取られ
るとき、保存される文書が、最近（ｉ）保存された場所、または（ｉｉ）アクセスされた
場所に関して決定が行われる。決定された場所は、外部ストレージサービス１６０上であ
るか、ローカルストレージサービス１４０上であるかにかかわらず、デフォルトの保存場
所として設定される。その後の保存要求が受け取られるとき、文書１５５はデフォルトの
場所に保存される。別の実施形態では、デフォルトの保存場所は、ローカルでも外部でも
、ユーザー１１０が大部分の時間を使用する場所（例えば、「マイドキュメント」フォル
ダ）とすることができる。
【００２２】
　[0026]上述のように、ユーザー１１０は、コンピューティングデバイス１２０の（ｉ）
オペレーティングシステム、または（ｉｉ）アプリケーション１３０にアクセスするとき
、ユーザー資格情報１１５を提示するよう求められることがある。しかしながら、ユーザ
ーがこのような資格情報の入力を要求されない場合がある。ユーザーがユーザー資格情報
１１５を入力しておらず、その後、アプリケーション１３０の１つを使用するときに、保
存要求１４５を提示する場合、ユーザーはユーザーインターフェイスを介して、ユーザー
資格情報１１５を提供するよう促される可能性がある。ユーザー資格情報１１５が提示さ
れる場合、およびユーザー１１０が資格情報１１５を使用して１つまたは複数の外部スト
レージサービス１６０にアクセスできる場合、これらの外部ストレージサービス１６０は
、それと関連するリストと共に、ユーザーインターフェイスを介してユーザー１１０に提
供される。このようなリストがこれまで利用できなかった場合、ユーザー資格情報１１５
を受け取ると、ローカルストレージサービス１４０に保存された最近使用された文書のリ
ストが、ユーザーインターフェイスを介してユーザー１１０に提供されることもまた考え
られる。
【００２３】
　[0027]ユーザー１１０は、外部ストレージサービス１６０にアクセスできない、または
外部ストレージサービス１６０にサインアップしていない場合があると考えられる。この
ような場合、保存要求１４５が受け取られると、ユーザー１１０は、ユーザーインターフ
ェイスのロジックの追加（ａｄｄ　ｌｏｇｉｃ）を介して、１つまたは複数の外部ストレ
ージサービス１６０とアカウントをセットアップするよう促される可能性がある。例えば
、ユーザー１１０が１つまたは複数の外部ストレージサービス１６０をユーザーのユーザ
ー資格情報１１５と関連付けしたい場合、ユーザー１１０は、ロジックの追加機能（例え
ば、ユーザーインターフェイス上の場所の追加ボタンなど）をアクティブにし、利用でき
る１つまたは複数の外部ストレージサービス１６０を選択することができる。ユーザー１
１０がユーザーのユーザー資格情報１１５を外部ストレージサービス１６０に提供すると
、ユーザー１１０がユーザーのユーザー資格情報１１５をコンピューティングデバイス１
２０またはアプリケーション１３０に提示するたびに、外部ストレージサービス１６０は



(11) JP 6199873 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

、ユーザー１１０と関連付けられ、ユーザー１１０によってアクセス可能となる。
【００２４】
　[0028]いくつかの実施形態では、システム１００の管理者が、ユーザー１１０がどの外
部ストレージサービス１６０を利用することができるか、または利用することができない
かを決定することができる。例えば管理者は、ユーザー資格情報１１５に基づいて、１つ
または複数の外部サービス１６０へのアクセスを制限することができる。
【００２５】
　[0029]図２は、１つまたは複数の実施形態によりローカルストレージサービスまたは外
部ストレージサービスを使用して文書を保存するための方法２００を示す。例えば、ユー
ザー１１０（図１）のようなユーザーは、図１に関して上述したローカルストレージサー
ビス１４０または外部ストレージサービス１６０を使用して、１つまたは複数の文書１５
５を保存する方法２００を用いることができる。
【００２６】
　[0030]方法２００は、コンピューティングデバイス１２０のオペレーティングシステム
によって、または１つもしくは複数のアプリケーション１３０によって、ユーザー資格情
報が受け取られる動作２１０から始まる。いくつかの実施形態では、ユーザーは、オペレ
ーティングシステムまたはアプリケーションの１つもしくは複数にアクセスする前にユー
ザー資格情報の提示を求められないことがある。しかしながら、ユーザーが１つまたは複
数の外部ストレージサービスへアクセスしたい場合、ユーザーはサービスおよび／または
特定のサービスと関連する最近使用されたリストへのアクセス権を獲得する前に、ユーザ
ー資格情報の提示を求められる可能性がある。図１に関して述べたように、いくつかの実
施形態では、ユーザーは、シングルサインオンの資格情報を使用することができ、これに
よりユーザーは、使用する権限を与えられたオペレーティングシステムおよびアプリケー
ションにアクセスできるようになる。
【００２７】
　[0031]フローは、例えばコンピューティングデバイスによって文書の保存要求が受け取
られる動作２２０へと続く。文書の保存要求に応じて、利用できるストレージサービス（
例えば、ローカルストレージサービスおよび外部ストレージサービス）のリストが決定さ
れ２３０、ユーザー２４０に提供される２４０。いくつかの実施形態では、利用できるス
トレージサービスのリストは、ユーザーが利用できる、またはユーザーによってアクセス
できる１つまたは複数の外部ストレージサービスを含む。上述のように、利用できるスト
レージサービス、および各サービスと関連する最近使用したリストは、コンピューティン
グデバイスがユーザーのユーザー資格情報を受け取るとき、ユーザーに提供されることが
可能である。１つの実施形態では、利用できるストレージサービスのリスト、および最近
使用された文書のリストは、コンピューティングデバイスでローカルに管理される。別の
実施形態では、利用できるストレージサービスのリストおよび最近使用された文書のリス
トは、リモートに管理される。さらに別の実施形態では、１つのリスト（例えば、利用で
きるローカルストレージサービスおよび関連する最近使用されたリスト）は、ローカルに
管理されることがあり、第２のリスト（例えば、利用できる外部ストレージサービスおよ
び関連する最近使用されたリスト）は、リモートに管理される。したがって、ユーザーは
、ユーザーの場所にかかわらず、利用できるサーバーの各リストにアクセスすることがで
きる。いくつかの実施形態では、利用できるサービスのリストならびに最近使用された文
書および／または各サービスと関連するフォルダのリストは、ユーザーインターフェイス
でユーザーに提供される。以下に説明する図３Ａ、３Ｂ、４、および５において、例示的
実施形態を提供する。
【００２８】
　[0032]図３Ａを参照すると、図３Ａは、１つまたは複数の実施形態により文書を保存す
るための例示的ユーザーインターフェイス３００を示している。図３Ａに示すように、ユ
ーザーインターフェイス３００が、文書をコンピューティングデバイスのハードドライブ
上にローカルに保存できるようにするローカルストレージサービス３１０（例えば、「コ
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ンピューター」）を含むことができる。またローカルストレージサービスにより、ユーザ
ーは、文書を保存する、選択したストレージサービス内の１つまたは複数の場所またはフ
ォルダ３２０を選択することができる。
【００２９】
　[0033]図のように、利用できるストレージサービスは、ローカルストレージサービス３
１０も外部ストレージサービス３５０も、各サービスの場所またはフォルダ３２０と併せ
て、ユーザーインターフェイス３００に目立つように表示される。これによりユーザーは
、どの文書がどのサービスによって保存されているか、さらに選択したサービスのどの場
所が文書を格納しているかをより容易に追跡することができる。例えば、図３Ａでは、ユ
ーザーは文書を保存するためにローカルストレージサービス３１０を選択している。ユー
ザーがローカルストレージサービス３１０を選択した結果として、ユーザーインターフェ
イス３００は、最近使用されたフォルダ（例えば、「最新コンピュータフォルダ」）のリ
ストもまた表示する。図示していないが、ユーザーインターフェイスは、ローカルストレ
ージサービスに格納されている、最近使用された文書のリストを示すこともできる。
【００３０】
　[0034]いくつかの実施形態では、ユーザーによって使用されるローカルストレージサー
ビスおよび外部ストレージサービスは、それぞれ最近使用された文書、フォルダ、および
／または場所の個々のリストを管理する。したがって、ユーザーがあるストレージサービ
ス間（例えば、ローカルストレージサービス３１０および「ＳｋｙＤｒｉｖｅ」４２０（
図４））を選択的にナビゲートするとき、最近使用された文書、場所、および／またはフ
ォルダのリストは、これに応じて更新される。
【００３１】
　[0035]ユーザーの最近使用されたリストが（例えば、ユーザーがこれまで特定のサービ
スにアクセスしたことがない結果として）空である状況では、ユーザーインターフェイス
は自動的に、例えば「マイドキュメント」フォルダのような、様々なデフォルトの場所を
用いて最近使用されたリストを作成することができる。いくつかの実施形態では、ローカ
ルストレージサービスとリモートストレージサービスの両方が、このような機能を利用す
ることができる。ユーザーインターフェイス３００は、ユーザーが、表示されていない、
選択したサービス上の他の場所（例えば、追加フォルダ）を検索できるようにする参照機
能３３０を含むこともできる。
【００３２】
　[0036]ユーザーインターフェイス３００はまた、ユーザーが場所の追加機能３４０を利
用できるようにすることができる。場所の追加機能により、ユーザーは、１つまたは複数
のサービスをユーザーインターフェイス３００に追加することができる。図３Ｂを参照す
ると、保存要求（例えば「名前を付けて保存（Ｓａｖｅ　Ａｓ）」要求３４５）に応じて
、およびユーザーが「場所を追加する」３４０機能を選択することに応じて、ユーザーイ
ンターフェイス３００Ｂは、ユーザーが利用できる可能性がある１つまたは複数のストレ
ージサービス３６０のリストを表示する。図３Ｂに示すように、ユーザーは、ユーザー資
格情報を提供し、「Ｋａｉｔｌｉｎ」としてサインインしている。その結果、ユーザーイ
ンターフェイス３００Ｂは、利用できる外部ストレージサービスとして「Ｋａｉｔｌｉｎ
のＳｋｙＤｒｉｖｅ」を表示し、また追加の利用できるストレージサービス３６０と共に
ユーザーに提示している。上述のように、利用できるストレージサービス３６０のリスト
は、システムの管理者によって設定された許可に基づくことができる。いくつかの実施形
態では、ユーザーが新しいサービスを選択し、追加するとき、新しいサービスは、ユーザ
ー資格情報と関連付けられ、ユーザーインターフェイス３００Ｂの場所セクション３７０
に表示されることになる。
【００３３】
　[0037]ユーザーインターフェイス３００によって新しいサービスを追加しようとすると
き、ユーザーが選択した新しいサービスと以前対話したことがあると仮定すると、ユーザ
ーは、新しいサービスと関連するユーザー資格情報を提供するだけでよい。選択したサー
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ビスの資格情報が確認されると、新しいサービスは、ユーザーのユーザー資格情報と関連
付けられる。その後、ユーザーがユーザーのユーザー資格情報を提示するたびに、新しい
ストレージサービスが利用できる。しかしながら、ユーザーが新しいサービスにアクセス
できない（例えば、ユーザーにはサービスとの既存のアカウントがない）場合、ユーザー
インターフェイス３００Ｂは、ユーザーに新しいストレージサービスとのアカウントをセ
ットアップするよう促すことができる。アカウントが確認されると、ユーザーのユーザー
資格情報を、新しいサービスと関連付けることができる。その後、ユーザーがユーザーの
ユーザー資格情報を提示するたびに、新しいストレージサービスがユーザーに利用可能で
ある。
【００３４】
　[0038]図２に戻ると、外部サービスなどのサービスのリストがユーザーに表示されると
、フローは動作２５０に進み、コンピューティングデバイスは、サービスのユーザー選択
、および文書を保存するための、選択したサービス内の場所（例えば、特定の場所または
フォルダ）を受け取る。選択が行われると、フローは動作２６０に進み、文書は選択した
サービスの選択された場所に保存される。
【００３５】
　[0039]図４を参照すると、図４は、１つまたは複数の実施形態により外部ストレージサ
ービスまたはローカルストレージサービスを使用して文書を保存するための例示的ユーザ
ーインターフェイス４００を示す。例示的ユーザーインターフェイス４００は、上述した
ように、ユーザーがストレージサービスを選択することに応じて表示することができる。
【００３６】
　[0040]図４に示すように、保存要求（例えば、「名前を付けて保存」４０５）に応じて
、ユーザーインターフェイス４００は、ユーザーが利用できる外部ストレージサービスお
よびローカルストレージサービスのリスト４１０を表示する。この例では、ユーザーは、
外部ストレージサービスを表す「ＫａｉｔｌｉｎのＳｋｙＤｒｉｖｅ」４２０を選択して
いる。この例では、ユーザー（例えば、Ｋａｉｔｌｉｎ）は、ユーザー資格情報の確認を
行っている。ユーザー資格情報を提供した結果として、Ｋａｉｔｌｉｎは自分の外部スト
レージサービスにアクセスすることができる。いくつかの実施形態では、ユーザーのユー
ザー資格情報と利用できる外部ストレージサービスとの間の関連付けは、リモートで管理
される。したがって、ユーザーがユーザーのユーザー資格情報を提供する場所またはデバ
イスにかかわらず、ユーザーは、外部ストレージサービスおよび外部ストレージサービス
と関連する最近使用された文書もしくは場所のリストにアクセスすることができる可能性
がある。
【００３７】
　[0041]選択に応じて、ユーザーインターフェイス４００は、最近使用された「ＳｋｙＤ
ｒｉｖｅ」フォルダを表示する。ユーザーは表示されたフォルダの１つを選択する、ある
いは、参照機能４３５を使用して異なるフォルダを選ぶことができる。所望の場所が選択
されると、ユーザーは、選択したサービスの所望の場所に文書を保存することができる。
ユーザーの混乱を避けるために、選択したサービス（例えば、「Ｋａｉｔｌｉｎ’ｓ　Ｓ
ｋｙＤｒｉｖｅ（ＫａｉｔｌｉｎのＳｋｙＤｒｉｖｅ）」４２０）および選択されたスト
レージサービスと関連する最近使用された場所４３０を含む、すべての利用できるストレ
ージサービスが、ユーザーインターフェイス４００に目立つように示される。
【００３８】
　[0042]いくつかの実施形態では、最近使用された場所４３０、ならびに各場所からの１
つまたは複数の最近アクセスした文書のリストは、文書または場所がアクセスされたとき
、ユーザーがどのコンピューターまたはデバイスにログインしたかにかかわらず、すべて
のコンピューターおよびデバイスにわたってアクセスされ、更新されることが可能なグロ
ーバルリストである。したがって、ユーザーが第１の機械を使用して第１の場所にアクセ
スし、第２の機械で第２の場所にアクセスする場合、両方の場所がその後のログイン中に
ユーザーに表示されることになる。
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【００３９】
　[0043]図５を参照すると、いくつかの実施形態では、保存要求が受け取られるとき、ユ
ーザーインターフェイス５００は、デフォルトの保存場所を提示することができる。デフ
ォルトの保存場所は、ローカルストレージサービスの設定または外部ストレージサービス
の設定において使用することができる。いくつかの実施形態では、デフォルトの場所は、
ユーザーが新しく作成した文書（例えば、それまでの保存場所または関連付けがない文書
）を保存するときにのみ使用される。しかしながら、ユーザーが新しい文書以外の文書を
保存するとき、デフォルトの場所が使用されることも可能であると考えられる。例えば、
ユーザーが第１の場所に保存された文書を開いて、この文書を異なる場所に保存したい場
合、ユーザーは、（例えば、「名前を付けて保存」機能を使用して）文書を新しい場所に
移動したいというユーザーの希望を示す保存要求を提示することができる。保存要求に応
じて、ユーザーインターフェイスは、デフォルトの保存場所、および／またはデフォルト
のストレージサービスを、たとえこのようなデフォルトの保存場所が、文書を最後に保存
した場所とは異なるものであっても、ユーザーに提示することができる。
【００４０】
　[0044]ユーザーインターフェイス５００に示すように、この特定のユーザーは、文書を
保存するために利用できるいくつかの場所５１０を有する。この例では、デフォルトの場
所は、「Ｋａｉｔｌｉｎ’ｓ　ＭｙＳｉｔｅ（ＫａｉｔｌｉｎのＭｙＳｉｔｅ）」５２０
に設定されている。図にも示すように、「ＫａｉｔｌｉｎのＭｙＳｉｔｅ」５２０にはそ
れと関連する「Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ（文書）」フォルダ５３０がある。したがって、ユー
ザーは、（ｉ）文書を「Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ」フォルダ５３０（もしくは「Ｄｏｃｕｍｅ
ｎｔｓ」フォルダ５３０と関連するサブフォルダ）に保存する、（ｉｉ）「Ｋａｉｔｌｉ
ｎのＭｙＳｉｔｅ」５２０内の新しいフォルダを参照する、または（ｉｉｉ）利用できる
サービス５１０のリストから別のサービスを選択することができる。
【００４１】
　[0045]図６は、１つまたは複数の実施形態により特定の場所に保存された文書を開くた
めの例示的ユーザーインターフェイス６００を示す。本明細書に記載する実施形態は主と
して１つまたは複数のストレージサービスを使用して特定の場所に文書を保存することに
焦点を当てたが、本明細書に記載する特徴はまた、特定のストレージサービスを使用して
特定の場所に保存された文書を開くために使用されることもある。いくつかの実施形態で
は、例えば、ユーザーインターフェイス６００を使用して文書が開かれるとき、ユーザー
インターフェイス６００を使用してアクセスされた文書および／または場所は、保存ユー
ザーインターフェイス（図示せず）上の最近使用されたリストに表示されることも可能で
あり、逆の場合も同じである。したがって、ある文書または場所が、保存ユーザーインタ
ーフェイスまたは開くユーザーインターフェイスにおいてアクセスされたかどうかにかか
わらず、ユーザーがアクセスするとき、その場所および／または文書が、ユーザーインタ
ーフェイス上に表示されることが可能である。文書を保存することと同様に、文書が、詳
細には外部サービスから開かれるとき、上述のようにユーザーはユーザー資格情報を提示
済みであると考えられる。またユーザーは、１つまたは複数の外部ストレージサービスに
アクセスできると考えられる。
【００４２】
　[0046]図６に示すように、開く要求６０５に応じて、ユーザーインターフェイス６００
は、最近使用された文書６２０のリスト６１０をユーザーに提示する。リスト６１０はま
た、ピン留め文書６１５のリストを含み、これについては以下にさらに詳細に説明する。
いくつかの実施形態では、最近使用された文書６２０は、特定のアプリケーション（例え
ば、文書処理アプリケーション）と関連付けられる。代替的実施形態では、ユーザーイン
ターフェイス６００は、どのアプリケーションがその特定の文書または文書の形式を使用
するかにかかわらず、すべての最近使用された文書６２０のリストを提示することができ
る。したがって、最近使用された文書のリスト６１０は、様々なアプリケーションからの
文書を含む可能性がある。ユーザーが、開く要求を受け取ったアプリケーションによって
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対応されていない文書の１つを選択することに応じて、コンピューティングデバイスは、
選択された文書と関連付けられたアプリケーションを実行し、文書の内容をユーザーに表
示することができる。
【００４３】
　[0047]ユーザーインターフェイス６００は、利用できる各ストレージサービスからの最
近使用されたフォルダまたは場所６４０のリストを目立つように表示することもできる。
ユーザーインターフェイス６００はまた、各場所に対するファイルパスを目立つように表
示することもできる。例えば、ユーザーインターフェイス６００は、「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ
ｓ」６４５と名前を付けられた最近使用された「ＳｋｙＤｒｉｖｅ」フォルダを示し、こ
れは「Ｋａｉｔｌｉｎ’ｓ　ＳｋｙＤｒｉｖｅ＞Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ」に位置している。
さらに、最近使用されたフォルダまたは場所６４０のリストは、コンピューティングデバ
イスにローカルに保存された「Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ」６５０と名前を付けられた最近使用
されたローカルフォルダも示す。図のように、ユーザーインターフェイス６００は、ロー
カルに格納された「Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ」６５０フォルダと関連付けられたファイルパス
（例えば、「Ｃｏｍｐｕｔｅｒ＞Ｌｉｂｒａｒｉｅｓ＞Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ」）を明確に
表示する。
【００４４】
　[0048]簡単に説明したように、最近使用された文書６２０のリスト６１０を表示すると
き、ユーザーインターフェイス６００は、最近使用された文書６２０が格納された場所の
ファイルパス６３０もまた表示する。例えば、「Ｕｎｃｌｅ　Ｂｏｂ’ｓ　Ｂｉｒｔｈｄ
ａｙ　Ｓｌｉｄｅｓｈｏｗ」が「ＳｋｙＤｒｉｖｅ＞Ｓｃｈｏｏｌ　Ｐｒｏｊｅｃｔ＞Ｗ
ｒｉｔｉｎｇ　Ｃｌａｓｓ」に保存されており、「Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ　Ｐｒｅｓｅｎｔ
ａｔｉｏｎ」は、「Ｍｙ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ＞Ｍｙ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ＞Ｒｅｓｕｍｅ
　Ｗｏｒｋ」というファイルパスを有する。ファイルパスの確認により、ユーザーはどの
サービスにアクセスしたかをより容易に確認することができ、さらにユーザーは文書がど
こに格納されているかを確認することができる。このような確認は、１つもしくは複数の
文書、フォルダ、または場所が同じ名前または識別子を有する場合に役立つ可能性がある
。
【００４５】
　[0049]いくつかの実施形態では、ユーザーインターフェイス６００は、スクロールバー
６３５もまた含み、スクロールバー６３５を使用して、（ｉ）追加の最近使用された文書
、または（ｉｉ）様々なストレージサービス６４０と関連する追加の最近使用されたフォ
ルダを示すことができる。
【００４６】
　[0050]ユーザーインターフェイス６００は、１つまたは複数のピン６６０を含むことも
できる。いくつかの実施形態では、ピン６６０により、ユーザーが選択した文書またはフ
ォルダを最近使用されたリスト６１０の上部に、または上部付近に配置することができる
。図６に示すように、２つの文書がピン留めリスト６１５にピン留めされ、リスト６１０
の上部に位置している。文書またはフォルダがピン留めリスト６１５にピン留めされると
き、文書またはフォルダは、最近使用された文書のリスト６２０から削除され、ピン留め
リスト６１５に追加される。したがって、実施形態では、ピン留めリスト６１５と文書リ
スト６２０との間に同じものはないことになる。文書またはフォルダがピン留めリスト６
１５からピン留め解除されるとき、文書またはフォルダはピン留めリスト６１５から削除
され、文書またはフォルダの場所は、文書６２０のリストから見えるようになり、いくつ
かの実施形態では文書６２０のリストは、最終アクセスの日／時によってソートされる。
【００４７】
　[0051]特定の機能について、図６のユーザーインターフェイス６００に関して提示した
が、図６に関して説明した特徴は、図３Ａ～５に関して説明したユーザーインターフェイ
スによって実現されることもあると考えられる。例えば、開くユーザーインターフェイス
６６０の１つまたは複数のピン６６０は、保存ユーザーインターフェイス上に設けられる
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ことも可能である。さらに、１つまたは複数のピン６６０は、ユーザーが開くユーザーイ
ンターフェイスと閉じるユーザーインターフェイスで切り換えるとき、維持されることも
可能である。同様に、図３Ａ～５に関して上述した特徴は、図６に関して示され、説明さ
れる実装で使用されることもある。
【００４８】
　[0052]図７は、本明細書に説明する実施形態を実現するために使用することができる汎
用コンピューターシステム７００を示す。コンピューターシステム７００は、コンピュー
ティング環境の一例にすぎず、コンピューターおよびネットワークアーキテクチャの使用
または機能の範囲に関するいかなる制限を示唆することも意図していない。またコンピュ
ーターシステム７００は、例示的コンピューターシステム７００で説明する構成要素のい
ずれか１つまたはその組合せに関連するなんらかの依存または要件を有すると解釈される
べきではない。諸実施形態では、システム７００は、図１に関して上述したコンピューテ
ィングデバイス１２０として使用されることもある。
【００４９】
　[0053]最も基本的な構成においてシステム７００は、典型的には、少なくとも１つの処
理装置７０２と、メモリ７０４とを含む。コンピューティングデバイスの正確な構成およ
び型に応じて、メモリ７０４は、揮発性（ＲＡＭなど）、不揮発性（ＲＯＭ、フラッシュ
メモリ、その他など）、または何らかの組合せである場合がある。この最も基本的な構成
は、図７において点線７０６で示している。システムメモリ７０４は、ユーザー資格情報
を１つまたは複数のストレージサービスと関連付ける命令のような命令７２０、ならびに
ユーザー資格情報の関連付けおよびストレージ７０８のようなストレージを用いてファイ
ルストレージシステムに格納することができる最近使用されたリストのようなデータ７２
２を格納する。
【００５０】
　[0054]本明細書で使用するコンピューター可読媒体という用語は、コンピューター記憶
媒体を含むことができる。コンピューター記憶媒体は、コンピューター可読命令、データ
構造、プログラムモジュール、または他のデータなどの情報を格納する方法または技術で
実現された揮発性および不揮発性の、取り外し可能および取り外し不可能な媒体を含むこ
とができる。システムメモリ７０４、取り外し可能なストレージ、および取り外し不可能
なストレージ７０８は、すべてコンピューター記憶媒体の例（例えば、メモリストレージ
）である。コンピューター記憶媒体には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電気的消去可能なリードオン
リーメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリもしくは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ
、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）もしくは他の光ディスク記憶装置、磁気カセット、
磁気テープ、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶装置、または情報を保存するた
めに使用することができ、コンピューターシステム７００によってアクセスされることが
可能な任意の他の媒体が含まれるが、これらに限定されない。このようないかなるコンピ
ューター記憶媒体も、コンピューターシステム７００の一部とすることが可能である。コ
ンピューターシステム７００は、キーボード、マウス、ペン、音声入力デバイス、タッチ
入力デバイスなどのような（１つまたは複数の）入力デバイス７１４を有することもある
。別の実施形態では、コンピューターシステム７００は、ユーザーを記録し、ユーザーが
示した動きおよび／または身振りを取り込むように動作可能であるカメラ（図示せず）に
結合することができる。本明細書に記載する他の実施形態と一致して、カメラは、ユーザ
ーの動作を検出することができる任意の動き検出装置を含むことができる。例えば、カメ
ラは、複数のカメラと、複数のマイクとを備えたＭｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）のＫｉ
ｎｅｃｔ（登録商標）モーションキャプチャデバイスを含むことができる。ディスプレイ
、スピーカー、プリンターなどの（１つまたは複数の）出力デバイス７１６が含まれるこ
ともある。前述の装置は例であって、他のデバイスが使用されることもある。
【００５１】
　[0055]本明細書で使用するコンピューター可読媒体という用語は、通信媒体を含むこと
もある。通信媒体は、搬送波または他の搬送機構などの変調されたデータ信号中のコンピ
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化されることが可能であり、あらゆる情報伝達媒体を含む。「変調されたデータ信号」と
いう用語は、信号中の情報を符号化するような方法で１つまたは複数の特性を設定した、
または変更した信号を意味する。一例として、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接
有線接続などの有線媒体、ならびに音響、無線周波数（ＲＦ）、赤外線、およびその他の
無線媒体などの無線媒体を含むが、これらに限定されない。
【００５２】
　[0056]開示した実施形態は、システムオンチップ（ＳＯＣ）によって実施することがで
き、図７に示す構成要素のそれぞれを、またはそのうちの多くを単一の集積回路に集積す
ることができる。このようなＳＯＣデバイスには、１つまたは複数の処理ユニット、グラ
フィックスユニット、通信ユニット、システム仮想化ユニット、および様々なアプリケー
ション機能が含まれ、これらのすべてが、単一の集積回路としてチップ基板に集積される
（または「焼かれる」）。ＳＯＣによって動作するとき、本明細書に記載する、リソース
へ連続的にアクセスすることに関する機能は、単一集積回路（チップ）上でコンピューテ
ィングデバイス／システム７００の他の構成要素と統合された特定用途の論理によって動
作することができる。
【００５３】
　[0057]本明細書を通して、「１つの実施形態」または「実施形態」を参照しており、記
載した特定の特徴、構造、または特性が、少なくとも１つの実施形態に含まれていること
を意味する。したがって、このような表現を使用して、単に１つの実施形態にとどまらず
、言及することができる。さらに、記載した特徴、構造、または特性は、１つまたは複数
の実施形態において任意の好適な方法で結合される場合がある。
【００５４】
　[0058]しかしながら、諸実施形態は、特定の詳細の１つまたは複数がない状態で、また
は他の方法、資源、材料などを用いて実施される場合があることを、当業者は理解するこ
とができる。他の例では、単に実施形態の態様を曖昧にしないようにするために、よく知
られている構造、資源、または動作について、詳細に示していない、または説明していな
い。
【００５５】
　[0059]例示的実施形態および利用について図示し、説明したが、実施形態は、上述の詳
細な構成および資源に限定されないことを理解されたい。特許請求の範囲に記載する実施
形態の範囲から逸脱することなく、本明細書に開示する方法およびシステムの配置、動作
、および詳細の中で、当業者には明らかである様々な修正形態、変更形態、および変形形
態を作成することができる。
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